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事業の目的 根拠法令等

　市民が主体となった地域づくりや支えあう地域社会の形成を図ることを目指し、地域における福祉課
題の解決に向けて地域におけるリーダーや協力者をコーディネートし、問題の解決を図るため、福祉に
関する専門的な知識を有する地域福祉コーディネーターを配置して、問題解決のシステムを構築する。

実施形態事業開始時期 平成22年度

　平成22年度から「ほっとするまちネットワークシステム」を開始、地域福祉コーディネーターの配置やほっとネット推進
員の養成などを通じて、市民とともに地域の課題を解決していく仕組みづくりに取り組んでいる。

■地域福祉コーディネーターの配置
　市内の４圏域に各１名の地域福祉コーディネーターを配置し、福祉的なあらゆる課題の相談支援、地域づくりに関す
る活動などを行っている。

■ほっとネット推進員の育成
　地域福祉コーディネーターと協力し、地域の課題を発見し、地域福祉コーディネーターをはじめとする関係機関につ
なぎ、課題解決のために活動するための、市民のボランティアであるほっとネット推進員を育成する。

■地域の社会資源の開発・関係機関のネットワーク化
　地域課題の解決に資する社会資源を開発するとともに、地域福祉コーディネーターが各分野の関係機関のネットワー
ク化を推進し、複合的・包括的な課題を抱えた者・世帯などの支援を行っている。

事業の概要
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《指標とした数値変化に対する要因分析など》
①事業開始から28年度までは、年々件数が増加していた。
②目標としている推進員の登録者数（400名）に向けて順調に増加している。

多摩26市中、15市で地域福祉コーディネーターを配置済みであり、標
準的な水準と考える。

地域における福祉課題の解決に向けた仕組みとして、「ふれあいのま
ちづくり」事業や「ささえあいネットワーク」事業などがある。

他団体のサービス水準との比較
（平均値との比較、本市の順位など）
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【一次評価】

【二次評価】

【外部評価】

【行革本部評価】

【改善の方向性・スケジュールと改善実施にあたっての課題】

事業コスト

地域共生社会の実現に向けて、地域福祉コーディネーターの役割は重要と考える。

実施主体の妥当性 適切

　本事業は、第４期地域福祉計画においても、引き続き重点的な取組に掲げられ、この間、地域福祉
コーディネーターへの相談件数やほっとネット推進員の登録者数も伸びており、地域の困りごとや課
題を解決していくネットワークとして一定の成果を挙げていることは理解する。しかしながら、委託料が
毎年増加傾向にあることから、地域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援体制の構築にあ
たっては、「ふれあいのまちづくり」などの類似事業について、その役割や機能を検証し、整理・統合
するなど、効率的かつ効果的なものとなるよう改善・見直しを図る必要がある。

高い 委託料が毎年度増加し、事業コストが高くなっている。

業務負担 普通 委託事業となるため、過度な業務負担はないものと考える。

二次評価 評価の判断理由及び事業実施上の課題、今後改善すべき点等

包括的な相談支援体制を構築は市の役割であり適切と考える。

適切 広く市民を対象とした事業であり、適切と考える。

課題有 類似する機能や仕組みを整理再編し、効率的に実施する必要がある。

受益者負担 ― ―

事業（補助）の対象

改善の方向性・
スケジュール

行革本部評価

高い事業の必要性

事業（補助）の内容

判定理由検証項目 判定

他自治体と比較して、同程度の水準である。

高い

適切

受益者負担

制度の狭間、複合的な課題を抱えるケースなど包括的な相談支援を推進する事業の一つである。

包括的な相談支援体制を構築することは市の役割である。

他の制度で支援の対象とならない方などの相談支援を行う。

包括的な相談支援体制の構築に向けて、他事業との整理を経て更なる充実を図る必要がある。

―

適切

課題有

―

事業の必要性

実施主体の妥当性

事業（補助）の対象

事業（補助）の内容

事業効果と比して、過度な事務負担はない。

検証項目 判定 判定理由

事業コスト

業務負担

一次評価 評価の判断理由及び現状の課題など

普通

評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等

外部評価 評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等

　地域共生社会の実現に向けては、包括的な相談支援体制の構築が求められており、当市において
は、本事業を中心に据えて検討を進めていきたい。

普通

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

継続実施

抜本的見直し

改善・見直し

廃止

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止
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